
 

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 中京法律専門学校 
設置者名 学校法人 中京法律学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

専門課程 

法律科 
夜 ・

通信 
56 単位 12 単位  

実務法律科 
夜 ・

通信 
56 単位 6 単位  

行政教養科 
夜 ・

通信 
52 単位 3 単位  

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html  学校基本情報 PDF p4 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/a0965bb9cfab47eba00a1099730ac6383.pdf )  

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 中京法律専門学校 
設置者名 学校法人 中京法律学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 学校基本情報 PDF p2 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/a0965bb9cfab47eba00a1099730ac6383.pdf )  

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

学外(非常勤) 税理士 

平成 27 年 7

月 1 日～令

和元年 6 月

30 日 

財務 

学外(非常勤) 行政書士 

平成 27 年 7

月 1 日～令

和元年 6 月

30 日 

教務 

（備考）理事の任期は原則 4年。再任あり（回数の定めなし）。上記理事は令和元年

7月以降も再任見込(令和元年 6月 20 日現在)。 

※その他学外者理事、2名あり 

 

  



様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 中京法律専門学校 

設置者名 学校法人 中京法律学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

＜授業計画書（シラバス）の作成過程＞ 

各年度「受講の手引き」（冊子）を作成し、その中に「授業概要」を掲載（科目名・開

講学期・単位数・講師名・履修可能学年・講師プロフィール・科目の概要・授業の内

容・受講生に望むこと・評価方法・使用教科書・参考図書 等） 

作成にあたり、講義ごと教員に原稿の提出をしてもらい、それをまとめたものを印刷

会社に冊子として納品してもらう。 

 

＜授業計画書の作成・公表時期＞ 

「受講の手引き」冊子は、新年度開始までに納品してもらい、新年度ガイダンスにて

在校生・新入生に配布。学外に向けては、５月頃「授業概要」を PDF データにしたも

のをホームページ内に掲載（「在学生情報ページ」、情報公開ページの学校基本情報に

おいて、URL を記載）。 

授業計画書の公表方

法 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/424.html 授業概要 PDF 

(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2014/06/60150a1d5186baa8b89bb534341f1
c9a.pdf ) 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、学修

成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定していること。 

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

＜成績評価の方法＞ 

通年科目については、前期および後期においてそれぞれ成績評価を行い、学年末

にこれらを基礎として総合評価を行う。半期科目については、半期の成績をもっ

て総合成績の評価とする。 

成績評価は、定期試験の点数を基礎とし、これに出席状況・受講態度その他の平

常点を考慮する方法で行う。成績表は、A・B・C・D・Eの 5段階評価とする。90 点

以上を A、80 点以上 89 点以下を B、70 点以上 79 点以下を C、60 点以上 69 点以下

を D、59 点以下を E(不合格)とする。成績評価には 2019 年度より GPA を用いる。 

 

＜単位認定の方法＞ 

単位認定は、総合成績によって判定される。総合成績において、A・B・C・Dの評

価を受けた者は単位認定され、E評価を受けたものは単位認定されない。また単位

認定における出席要件を満たさなかった場合の成績評価は E(不合格)となる。 

 



３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

成績評価における客観的な指標としてＧＰＡを 2019 年度より導入。（2018 年度までは

取得単位数と各科目の成績評価を換算したポイントによる管理） 

ＧＰＡの算出方法は、履修科目の成績評価(Grade)である A・B・C・D・Eにそれぞれの

Grade Point(A は 4、B は 3、Cは 2、Dは 1、Eは 0)を与えて、単位数を掛けた数字を

足し、総履修登録単位数で割ったものである（小数点以下第 2位以下を四捨五入）。 

成績証明書には、年次ごとのＧＰＡと入学時(2019 年度以降)からの累積ＧＰＡが記載

される。 

ＧＰＡ＝(4×A 修得単位数)+ (3×B 修得単位数)+ (2×C 修得単位数) +(1×D 修得単

位数) ／ 総履修登録単位数（不合格評価 E単位数を含む） 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 学校基本情報 PDF p5 

(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/a0965bb9cfab47eba00a1099730ac638
3.pdf )  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本校を卒業するには、次に定める学科の必要単位数を取得しなければならない。 

※修業年限内に卒業に必要な単位数を取得できなかった者は、留年とする。 

 

＜卒業要件単位＞ 

法律科(4 年課程)   176 単位以上（必修科目 44 単位を含む） 

実務法律科(2 年課程) 88 単位（必修科目 8単位を含む） 

行政教養科(1 年課程) 44 単位（必修科目 4単位を含む） 

 

卒業認定の方法としては、卒業年次学生の成績が確定後、総取得単位数が記載された

名簿リストをもとに、教員会議により卒業者の認定を行う。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 学校基本情報 PDF p6 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/a0965bb9cfab47eba00a1099730ac638
3.pdf )  

 

  



様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 

学校名 中京法律専門学校 

設置者名 学校法人 中京法律学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 財務諸表等 PDF 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/b9819b1f9d5a91235a99d92c4b16
bd78.pdf ) 

収支計算書又は損益計算書 同上 

財産目録 同上 

事業報告書 同上 

監事による監査報告（書） 同上 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 専門課程 法律科  ○ 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

4 年 

昼 176 

単位 

332 

単位 

24 

単位 単位 単位 単位 

356 単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160 人 176 人 0 人 4 人(全科共通) 
26 人(全科共

通) 
30 人(全科

共通) 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）必修科目に加えて、開講科目の中から選択履修し、各科目（半期・通年）ご

とに単位が認定される。授業は 1 科目 90 分で、年間 40 週(半期 20 週)を基本として

いる。授業内容は法学及び各種試験対策が中心となっている。 

成績評価の基準・方法 

（概要）定期試験の点数を基礎とし、これに出席状況・受講態度その他の平常点を考

慮し、成績評価を行う。成績表は A～Eの 5段階評価で、A～Dの評価を受けた者は単

位認定され、Eは単位認定されない。2019 年度より成績評価に GPA を用いる。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）法律科を卒業するには、所定の必要単位数を取得しなければならない。 

卒業要件単位 176 単位以上（必修科目 44 単位＋選択科目 132 単位以上） 

進級の認定基準はないが、修業年限内に単位を取得できなかった場合は留年となる。 

学修支援等 

（概要） 法律科の学生は、提携校である中央大学の法学部通信教育課程を併修でき

る。卒業をすると中央大学から「学士」の学位が授与される。各試験対策に関する個

別サポートの他、夏期講座は無料受講可能。 

 

 



 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 専門課程 実務法律科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2 年 

昼 88 

単位 

332 

単位 

20 

単位 単位 単位 単位 

352 単位 

生徒総定員

数 
生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

80 人 66 人 0 人 4 人(全科共通) 
26 人(全科共

通) 
30 人(全科

共通) 
 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）必修科目に加えて、開講科目の中から選択履修し、各科目（半期・通年）ご

とに単位が認定される。授業は 1 科目 90 分で、年間 40 週(半期 20 週)を基本として

いる。授業内容は法学及び各種試験対策が中心となっている。 

成績評価の基準・方法 

（概要）定期試験の点数を基礎とし、これに出席状況・受講態度その他の平常点を考

慮し、成績評価を行う。成績表は A～Eの 5段階評価で、A～Dの評価を受けた者は単

位認定され、Eは単位認定されない。2019 年度より成績評価に GPA を用いる 

卒業・進級の認定基準 

（概要）実務法律科を卒業するには、所定の必要単位数を取得しなければならない。 

卒業要件単位 88 単位以上（必修科目 8単位＋選択科目 80 単位以上） 

進級の認定基準はないが、修業年限内に単位を取得できなかった場合は留年となる。 

学修支援等 

（概要）公務員試験対策、大学編入学試験対策、資格試験対策など、通常授業の他、

個別で指導を行っている。また夏期講座を無料で受講可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 専門課程 行政教養科   

修業 

年限 昼夜 

全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

1 年 

昼 44 

単位 

202 

単位 

8 

単位 単位 単位 単位 

210 単位 

生徒総定員

数 
生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

40 人 3 人 0 人 4 人(全科共通) 
26 人(全科共

通) 
30 人(全科

共通) 

 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）必修科目に加えて、開講科目の中から選択履修し、各科目（半期・通年）ご

とに単位が認定される。授業は 1 科目 90 分で、年間 40 週(半期 20 週)を基本として

いる。授業内容は公務員試験対策及び資格試験対策が中心となっている。 

成績評価の基準・方法 

（概要）定期試験の点数を基礎とし、これに出席状況・受講態度その他の平常点を考

慮し、成績評価を行う。成績表は A～Eの 5段階評価で、A～Dの評価を受けた者は単

位認定され、Eは単位認定されない。2019 年度より成績評価に GPA を用いる 

卒業・進級の認定基準 

（概要）行政教養科を卒業するには、所定の必要単位数を取得しなければならない。 

卒業要件単位 44 単位以上（必修科目 4単位＋選択科目 40 単位以上） 

修業年限内に単位を取得できなかった場合は留年となる。 

学修支援等 

（概要）公務員試験対策、資格試験対策など、通常授業の他、個別で指導を行ってい

る。また夏期講座を無料で受講可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

法律科       135 人 17 人 12.6％ 

実務法律科      59 人 9 人 15.3％ 

行政教養科       2 人 1 人 50.0％ 

（中途退学の主な理由）  

大学編入学試験合格(中央大学併修による)、公務員試験合格、進路変更、体調不良 等 

※上記人数は学費未納による除籍者の数を含む 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

担任による面談を随時行い、学生生活・学業不振等を理由とした中退を防ぐことに努

めている。 

本校の特性上、大学編入学(中央大学併修による)や公務員試験合格といった理由によ

り中退となる場合があり、生徒の目標によって、柔軟に対応している部分もある。 

 

 

  

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 

就職者数 

（自営業を含

む。） 

その他 

 法律科      20 人

（100％）

0人

（0.0％）

14 人 

（70.0％）

6人

（30.0％）

 実務法律科    16 人

（100％）

4人

（25.0％）

10 人

（62.5％）

2人

（12.5％）

 行政教養科     1 人

（100％）

0人

（0.0％）

1人

（100％）

0人

（0.0％）

（主な就職、業界等）[各科共通] 公務員(市役所職員、省庁職員など)、企業（金融、

不動産業界など）、法律事務所 など 

（就職指導内容）[各科共通] 授業の選択科目に「キャリアデザイン講座Ⅰ・Ⅱ」２

コマ設置。授業終了後にキャリアカウンセリング、担任・進路支援担当による個別指

導も。 

（主な学修成果（資格・検定等））行政書士、宅地建物取引士、ＦＰ技能検定、ビジ

ネス実務法務検定 など 

（備考）（任意記載事項） 



②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

法律科 160,000 円 480,000 円 160,000 円 

実務法律科 140,000 円 480,000 円 160,000 円 

行政教養科 60,000 円 480,000 円 160,000 円 

   円 円 円 

修学支援（任意記載事項） 

＜中京法律学園奨学金制度＞ 成績優秀者に対し授業料を減免。前年の成績を考慮して授

業料の全額もしくは半額を免除。対象：法律科・実務法律科 2年次以降 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 自己評価 PDF 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/7e05d4e4a0f20c0446cac9d98e75ef68.pdf ) 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

外部学校関係者評価委員（関係業界、専門学校講師、本校卒業生）に本校自己評価委員

が自己評価の結果を各項目(学校運営・教育活動・学修成果等)ごとに報告し、意見・

質問を聴取。これらの意見も参考に自己評価委員が学校運営の改善計画を図っていく

ものとしている。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

日本司法書士会連合会（司法書士） 3 年（平成 30 年度～令

和 2年度） 

関係業界 

本校 非常勤講師（学則による教員

の規定外） 

3 年（平成 30 年度～令

和 2年度） 

専門学校講師 

日本司法書士会連合会（司法書士） 

名古屋中央リーガルオフィス 代表 

3 年（平成 30 年度～令

和 2年度） 

本校卒業生 

   

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.chuhou.ac.jp/purpose/982.html 学校関係者評価 PDF 
(https://www.chuhou.ac.jp/wp-
content/uploads/2016/05/946565a8bc8cc526c70ee094fbf858e2.pdf ) 
 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
https://www.chuhou.ac.jp/ 

 


